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平成１９年度 保険料等充当交付金の再計算について 

 

 

 

１．保険料等充当交付金について 
 
平成１３年度末の自賠責保険政府再保険制度廃止時の累積運用益につ

いて、同年に成立した自動車損害賠償保障法等改正法において、累積運用

益の２０分の１１（約１兆７００億円）を、ユーザーに還元することとし

た。  

具体的には、平成１４年度から平成１９年度までの６年間の保険契約に

ついて、保険料の一部を保険料等充当交付金として交付し、ユーザーの負

担額を引き下げることとした。 

 

２．交付状況 
 
 保険料等充当交付金については、「当初３年間は厚めに交付し、従来のユ

ーザー負担額維持に必要な交付金を交付することにより、急激な保険料負

担額の増加を防止する」との方針のもと、平成１６年度までは平成１３年

度以前と同一のユーザー負担額を維持し、その後３年間は段階的に交付金

額の引き下げを行っており、平成１８年度末までに総額約７，６００億円

を交付することとなる予定である。 
 

 交付金額 ユーザー負担額 

平成１４～１６年度 ５，８４０円 ２７，６３０円 

平成１７年度 １，９５０円 ２９，７８０円 

平成１８年度 １，０５０円 ３０，６８０円 

（自家用乗用車２４ヶ月契約（沖縄・離島除く）の例） 

 

３．平成１９年度における交付金の水準 
 
交付の最終年度に当たる平成１９年度契約に係る交付金については、平

成１８年度契約に係る交付金や平成１３年度末までに締結された保険契約

に係る再保険金の支払動向等を勘案した結果、交付可能な金額が総額で約

４５１億円と見込まれることから、平成１９年度は交付金として９００円

（自家用乗用車２４ヶ月契約（沖縄・離島除く））の交付を行うこととする。 



年　　度 17年度決算 18年度予定 19年度予定 20年度予定 2１年度以降

年度首勘定残高（億円） 3,724 1,770 948 377 185

再保険金等総額（億円） 927 362 199 117 185

交付金交付額（億円） 1,027 460 376 75 　－

認可保険料（円） 31,730 31,730 31,730

ユーザー還元額（円） 1,950 1,050 900

ユーザー負担保険金額（円） 29,780 30,680 30,830

※１　ユーザー負担保険金額、ユーザー還元額は、自家用乗用車２４ヶ月契約（沖縄・離島除く）の例

※２　平成１９年度に認可保険料の変更がない場合

　　　　平成１９年度交付金　：　３７６億円（１８年度第４四半期分（８６億円）＋１９年度第１～第３四半期分（２９０億円））

（注）交付金は四半期ごとに事後的に保険会社又は組合に交付されるため、１９年度第４四半期契約分の交付金の交付は、
　　　平成２０年度予算で行われる。

　　　　平成２０年度交付金　：　　７５億円（１９年度第４四半期分）

平成１９年度以降の交付金額推移について

○平成１９年度及び２０年度に交付可能な金額

　　＝４５１億円

　　＝９４８億円（１８年度末交付金勘定残高見込み）－５０１億円（１９年度以降の再保険金等支払総額見込み）＋４億円（１９年度雑収入見込み）

（※２）

（※２）
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保険料等充当交付金勘定に配分された運用益の使途

配分総額 約１０，７００

（単位：億円）

１４年度首 １７年度首

保険料等充当交付金

約７，６００

１５年度首 １６年度首 １８年度首 １９年度首

１３年度末
政府再保険
の廃止

交付額

再計算

（１４年度～１８年度契約分の交付金総額）

１３年度末まで契約分の赤字料率部分 約１，３００

１４年度以降に支払う再保険金の増額分 約１，３００

約１，７００ 約２，２００ 約２，２００ 約１，０００
（１４年度交付金） （１５年度交付金） （１６年度交付金） （１７年度交付金） 約４６０

（１８年度交付金）
３７６

（１９年度交付金）
７５

２０年度末

交付金の

交付終了

１９年度末

交付額

再々計算

交付額

最終計算

交付金の

交付開始

１８５

２１年度以降の

再保険金の支払いに充当

※１ 平成１４年度首から平成１７年度末までの再保険金の支払額は、約１兆２，９００億円
※２ 平成１４年度に再保険金の支払いに充てる支払備金約７，０００億円及び未経過再保険料約４，１００億円を計上
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－４－ 

 
 

平成１９年度の保険料等充当交付金額（予定） 
 
 

平成１９年度の保険料等充当交付金額は、以下を予定している。 

 

車   種 
現  行 

(A) 

１９年度  

(B) 

変更額  

(A)－(B) 

自家用乗用車 １，０５０円 ９００円 １５０円

Ａ ４，５３０円 ３，８８０円 ６５０円

営業用乗用車 

(タクシー) 

Ｂ ３，５６０円 ３，０５０円 ５１０円

普通貨物営業用車

(２t超) 
２，６５０円 ２，２７０円 ３８０円

乗合営業用車 

(バス) 
２，４２０円 ２，０７０円 ３５０円

註： 

１．沖縄・離島を除く。 

２．自家用乗用車は２４ヶ月契約、他は１２ヶ月契約。 

３．タクシーのＡは、東京２３区、横浜市、名古屋市、大阪市等の大都市圏

に使用の本拠があるものを例示。Ｂは、これら以外の地域に使用の本拠が

あるものを例示。 

３



（年度）

認可保険料
ユーザー負担額

自賠責保険料の推移

※額は自家用乗用２４ヶ月契約（沖縄・離島除く）のケース
※平成１９年度以降に認可保険料の変更がない場合

昭和５３ ６０ 平成３ ５ ９ １４ １７

（円）

32,650

41,850

38,200

31,200

27,600

33,470

0

29,780

31,730

20,000

30,000

40,000

27,630

１８

30,680

１９

30,830

２０

31,730

交付金の交付期間
（６年間）

交付金
５，８４０円

交付金
１，９５０円

交付金
１，０５０円

交付金
９００円
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